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生徒及び保護者各位

茨城県立勝田高等学校長 下山田 芳子

新型コロナウイルス感染症に係る本県のStageの移行について（通知）

平素より本校の教育活動に対しご理解とご協力を賜り，誠にありがとうございます。

さて，本校では２月５日以降，茨城版コロナ Next（コロナ対策指針）Ver.３（以後，「コロナNex

t Ver.３」）の【Stage３】に基づき，通常授業を行っておりますが，このたび，２月22日の知事記

者会見において，対策Stageを【Stage２】に緩和し，２月23日から本県独自の緊急事態宣言を解除す

ることが示されました。

つきましては，本校において引き続き「学校再開ガイドライン」を活用し，感染症対策の確認及び

徹底に努めて参りますので，下記の内容についてご理解をお願いいたします。

なお，家庭内においても，引き続き生徒の健康管理と併せて家庭内感染の観点から同居家族の健康

状況にも留意願います。

また，新型コロナウイルス感染症については日々状況が変化しており，今後の国や県の通知によっ

て本校の対応に変更が生じた場合は，随時連絡をいたしますのでご理解をお願いいたします。

記

１ 茨城版コロナ Next（コロナ対策指針）Ver.３

学校再開ガイドラインの遵守の徹底

【Stage２】

２ 本校における基本的な対応方針

「学校再開ガイドライン」（本校ホームページに掲載してあります。）の遵守により，感染症対策

を徹底した上で，原則，学校活動は通常どおり行う。

（１）学校活動（登校，授業）は通常どおり行う。

（２）学校活動（部活動）は，通常どおり行うが，以下の点に留意する。

ア 自校のみの活動とする（土日の活動も可能とするが，他校との交流は自粛する）。

イ 大会については，学校としての参加を協議し判断する。参加する際には，保護者承

諾を得るとともに，大会２週間前からの健康状態を確認する。

（３）発熱等の風邪症状がある生徒は，自宅で休養させる。

また，同居の家族に風邪症状が見られる場合も，生徒は自宅で休養させる。

（４）電車等の公共交通機関に生徒が感染症への不安により遅れて登校する場合は，遅刻とし

ない。

※ただし，上記（３），（４）の場合は，その旨保護者が学校へ連絡すること。


